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消防局 

議案第７７号 令和６年度大津市一般会計補正予算（第１２号）の

うち、消防局の所管する部分について 

 

議案第７７号 令和６年度大津市一般会計補正予算（第１２号）

のうち、消防局の所管する部分についてご説明申し上げます。 

はじめに、歳入のご説明をいたします。 

補正予算説明書５６ページをお願いいたします。 

款１６ 国庫支出金、項１ 国庫負担金、目３ 消防費国庫負担金

の補正前の額は３９５万７千円、補正額は、５０万５千円の減額、

補正後の額は３４５万２千円でございます。 

節１ 消防費国庫負担金の説明欄、緊急消防援助隊活動費負担金

５０万５千円の減額は、昨年１月１日に発生しました令和６年能登

半島地震において、県内各消防本部とともに緊急消防援助隊滋賀県

大隊として出動した経費のうち、旅費や燃料費、消耗品費等に対し

交付を受けた緊急消防援助隊活動費負担金の精算でございます。 

６２ページをお願いいたします。 

款１６ 国庫支出金、項２ 国庫補助金、目６ 消防費国庫補助金
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は、予算措置額３４６万５千円を減額し補正するものでございま

す。 

節１ 消防費国庫補助金の説明欄、消防施設費補助金３４６万５ 

円の減額は、地中音響探知機及び熱画像直視装置の更新にかかるも

のであり、補助金の交付申請下限額に満たなかったため、更新を見

送ったものでございます。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 款１７ 県支出金、項２ 県補助金、目８ 消防費県補助金の補正

前の額は８万１千円、補正額は１万１千円の減額、補正後の額は７

万円でございます。 

 節１ 消防費県補助金の説明欄、生物・化学テロ対応資機材整備

費補助金１万１千円の減額は、国から貸与された資機材の維持費に

係る補助金の精算でございます。      

８６ページをお願いいたします。 

款２２ 諸収入、項４ 雑入、目４ 雑入、節８ 消防費雑入は、 

５１万２千円の増額でございます。 

説明欄、生物・化学テロ対応資機材整備費負担金１万１千円の減

額は、国から貸与された資機材の維持費に係る滋賀県消防長会から

の負担金の精算でございます。 
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説明欄、大学生実習受入金３７万円の減額は、受入実習生見込み

者数による精算でございます。 

説明欄、消防広域応援交付金８９万４千円の増額は、令和６年９

月奥能登豪雨において、県内各消防本部とともに緊急消防援助隊滋

賀県大隊として出動し消防広域応援を行った経費に対して交付を受

ける見込みです。 

その他の事業についても、それぞれ決算見込みにより、補正する

ものでございます。 

続きまして歳出のご説明をいたします。 

１６０ページをお願いいたします。 

款９ 消防費、項１ 消防費、目１ 常備消防費の補正前の額は 

３０億６９６万８千円、補正額は６３４万５千円の減額、補正後の

額は３０億６２万３千円でございます。 

補正額の財源内訳は、国庫支出金３４６万５千円の減額、県支出

金１万１千円の減額、諸収入７０万円の増額、市債１億３，４９０

万円の減額、一般財源１億３，１３３万１千円の増額でございま

す。 

説明欄１の通信機器等整備費３９８万４千円の減額は、通信回線

料等の決算見込みによるものでございます。 
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説明欄２の消防車両等整備費８４万７千円の増額は、救助工作車

Ⅲ型、高規格救急自動車等の更新にかかる経費の精算とガソリン代

高騰による燃料費の差額でございます。 

説明欄４の特殊災害活動体制整備費４９１万８千円の減額は、出

動した緊急消防援助隊に係る消耗品の購入や、救助資機材の更新見

送り等に伴う精算でございます。 

説明欄６の本部消防活動費１８１万２千円の増額は、消防・救急 

業務に必要な消耗品費や旅費等の決算見込みによるものでございま

す。 

その他の事業についても、それぞれ決算見込みにより、補正す 

るものでございます。 

 １６２ページをお願いいたします。 

目２ 非常備消防費の補正前の額は、２億１，８６３万８千円、

補正額は１７５万９千円の減額、補正後の額は２億１，６８７万９

千円でございます。 

補正額の財源内訳は、諸収入１千円の減額、市債２，８３０万円

の減額、一般財源２，６５４万２千円の増額でございます。 

説明欄１の団員消防活動費１５０万９千円の減額は、消防団員の

年報酬や出動報酬等の決算見込みによるものでございます。 
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説明欄３の団消防車両等整備費３０万７千円の減額は、小型ポン

プ積載軽自動車等の更新にかかる経費の精算とガソリン代高騰によ

る燃料費の差額でございます。 

その他の事業についても、それぞれ決算見込みにより、補正する

ものでございます。 

続きまして、目３ 消防施設費の補正前の額は９億７，６８９万

２千円、補正額は７２４万９千円の増額、補正後の額は９億８，４

１４万１千円でございます。 

補正額の財源内訳は、市債８，１６０万円の減額、一般財源８，

８８４万９千円の増額でございます。 

説明欄１の消防水利施設整備費１，３３３万９千円の増額は、企 

業局へ支出する消火栓の設置及び維持管理の負担金の決算見込によ

る補正でございます。 

説明欄２の消防施設整備費６０９万円の減額は、施設維持補修に

係る経費の決算見込みや中消防署施設整備等にかかる経費の精算に

よる補正でございます。 

以上、消防費合計、補正前の額４２億３０４万４千円、補正額は

８５万５千円の減額、補正後の額は４２億２１８万９千円でござい

ます。 
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続きまして、繰越明許費について説明をいたします。 

戻りまして、６ページをお願いいたします。 

第２表 繰越明許費補正、２ 変更のうち、款９ 消防費、項１ 消

防費、事業名 団消防車両等整備事業につきまして、令和６年８月

市議会通常会議において措置した小型ポンプ積載軽自動車に係る繰

越明許費を、入札結果にもとづき変更するものであり、補正前の額

９０９万１千円を補正後の額８７７万８千円にいたします。 

以上で、議案第７７号 令和６年度大津市一般会計補正予算（第

１２号）のうち消防局の所管する部分についての説明とさせていた

だきます。 

 


